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茨城朝鮮初中高級学校への補助金再開を求める陳情 

 

 学校法人「茨城朝鮮学園」が運営する「茨城朝鮮初中高級学校」は日本で生ま

れ育つ在日コリアンの子弟たちを対象とした教育機関である。 

 茨城朝鮮初中高級学校は 1953 年４月に茨城朝鮮中学校として土浦市で創立さ

れ、l955 年４月に高級部（高校）が併設され茨城朝鮮中高級学校に、その後生徒

数の増加に伴い 1959 年３月に水戸市千波町に移転、1967 年４月に初級部が併設

され現在に至っている。 

 この間 2,700 名を超す卒業生を輩出してきた。卒業生は東京にある朝鮮大学校

をはじめ日本の大学に進学をし、卒業後は様々な分野で活躍している。 

 茨城朝鮮初中高級学校には朝鮮籍、韓国籍、日本籍の児童・生徒が在籍してい

る。 

 日本の学校の小学校に当たる「初級部」、中学校にあたる「中級部」、高校に

あたる「高級部」の６・３・３制で編成され初・中・高一貫教育を行っている。 

初級部には水戸市在住の生徒たちが、中・高級部には茨城県をはじめ北関東・東

北在住の生徒が寄宿舎で生活しながら学んでいる。 

 朝鮮学校の教育内容（カリキュラム）は民族課目である国語（朝鮮語）、朝鮮

歴史、朝鮮地理、音楽などと日本の教科書に準じた日本語、英語、算数、数学、

理科、社会、世界史、世界地理、情報、美術、体育などで構成されている。 

 教科書は言語、文化をはじめ民族的な素養を身に付けるとともに、日本と世界

に対する知識、科学技術を習得できるよう編纂されている。情報化・国際化時代

を迎え近年では教育のＩＣＴ化にも取り組みデジタル教科書も導入されている。 

 サッカー、空手、朝鮮舞踊、合唱、民族楽器など部活動も盛んで、地域での交

流や公式戦にも参加している。 高級部サッカー部は日本の高校のサッカー部と

合同チームを組み公式戦に参加しているし、舞踊部、コーラス部、民族楽器部は

「つくば国際交流フェア」、「筑西どすこいペアまつり」、「水戸市青少年コン

サート」などの催しにも友情出演し交流を深めている。 

 茨城朝鮮初中高級学校では、地域と共生の様々な活動が行われている。毎年秋

に行われる「ウリハッキョバザー・ふれあい文化交流会」は、おおよそ 1,000 人

もの方々が学校に訪れ、朝鮮の食や文化にふれあう楽しい交流の場になってい
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る。 

 また、地域活性化のために学校施設も開放しており、ハングル教室、新体操教

室、ママさんバレー、hip-hop 教室など、地域の住民に積極的に活用していただ

いている。今年の冬には運動場に人工芝が敷かれ、地域のサッカークラブをはじ

め様々な方たちに貸し出しも予定している。 

 2011 年の東日本大震災の時は、約 150 人もの在日コリアン及び日本の方が、学

校に避難してきた。電気、ガス、水道がストップする中、運動場で焚火をしなが

らともに過ごしたこともある。学校の電気、ガス、水道が復旧した後も、なかな

か復旧がすすまない地域の方々のために寄宿舍のお風呂を開放したり食事も提

供した。 

 また、学校がドクターへリのランデブーポイントとして指定されていて、いざ

というとき、皆様の命を助ける重要な中継点になっている。 

 このように茨城朝鮮初中高級学校では児童・生徒たちが学校教育を通して豊か

な民族的素養と自己のアイデンティティを育むと同時に、教職員・保護者が一体

となって地域に貢献し日本と朝鮮半島の友好の懸け橋になれるよう努めている。 

 さて、茨城県は 1981 年度からすべての子供たちの学ぶ権利を保障する観点か

ら、朝鮮学校の子供たちにも補助金を支給してきた。 

 しかし、2016 年の３月 29 日、当時の文部科学大臣が都道府県知事あてに「朝

鮮学校に係る補助金交付に関する留意点」という通知を送った直後の４月８日、

定例記者会見で茨城県知事は、政治・外交的背景を理由に補助金支給困難という

趣旨の発言をした。 

 県知事の発言を受けて「朝鮮学校の子供たちの人権を守る会・茨城」をはじめ

朝鮮学校支援団体が連名で県知事に対して「補助金継続を求める要望書」を提出

し、数回にわたり県当局への要請活動と記者会見を行った。また、支援団体と朝

鮮学校保護者・生徒たちが街頭署名活動を行いこれまでに 16,000 筆に及ぶ署名

を茨城県に提出した。 

 茨城県弁護士会では「朝鮮学校に対する補助金交付に関して、政府通知の撤回

及び適正な補助金交付を求める会長声明」が出された。 

 ところが 2017 年２月 20 日、県知事は定例記者会見で「茨城朝鮮初中高級学校

への運営補助金を 2016 年度執行せず、2017 年度予算案に計上しない」と言明し

た。 

 県知事は茨城朝鮮初中高級学校に対する補助金休止に関する理由として 2016

年３月の文部科学大臣からの通知「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点に



ついて」の趣旨を踏まえ、補助金の公益性、教育振興上の効果等が明確にできな

いことや、北朝鮮により日本の安全を脅かす行為が続いていることなどを、県と

して総合的に判断したとある。 

 知事の説明からは「文科大臣通知」を補助金休止の判断材料にしていること、

朝鮮学校への補助金の公益性、教育振興上の効果を十分な調査もせずに明確にで

きないと結論付けていること、教育の問題に政治・外交的な間題を持ち込んでい

ることがうかがえる。 

 「文科大臣通知」 が決して朝鮮学校への補助金を中止せよとの趣旨ではない

ことが明らかにされていること、朝鮮学校が地域での交流活動を通じて相互理解

と友好親善に努めている事実からも公益性、教育振興上の効果が認められるこ

と、教育の問題に政治・外交上の問題を持ち込んではならないことを改めて主張

し補助金再開を強く要請する。 

 朝鮮学校への補助金中止、「高校無償化制度」からの除外などの差別に対して

国連の社会権規約委員会や人種差別撤廃委員会から日本政府に対して「是正」を

求める「勧告」が出されている。 

 以上の理由から、私たちは下記の事項について陳情する。 

 

[陳情項目] 

 すべての子供たちの学ぶ権利を保障する観点から、茨城朝鮮初中高級学校への

補助を１日も早く再開すること。 

 

 


